
健
康
・
福
祉

お
知
ら
せ

成
人
男
性
に
対
す
る

風
し
ん
抗
体
検
査
・

予
防
接
種
の
実
施

　

対
象
と
な
る
人
に
送
付
し
た

ク
ー
ポ
ン
券
で
、
抗
体
検
査
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
結

果
、
十
分
な
量
の
抗
体
が
な
い
と

判
明
し
た
場
合
は
、
予
防
接
種
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ク
ー
ポ
ン
券
の
な
い
対
象
の
人

で
、
抗
体
検
査
を
希
望
す
る
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対
昭
和
37
年
4
月
2
日
～
昭
和

54
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
男
性

■
実
施
期
間
・
助
成
回
数　
令
和

４
年
３
月
31
日
㈭
ま
で
・
１
人
１

回
の
み　
■
実
施
医
療
機
関　
◎

抗
体
検
査
：
協
力
医
療
機
関
、
職

場
健
診
、
市
の
特
定
健
診
／
◎
予

防
接
種
：
協
力
医
療
機
関
（
職
場

健
診
で
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
職

場
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）　
問
健

康
づ
く
り
課 

健
康
推
進
係
☎
０

２
５
６
・
77
・
８
１
８
２

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
の
申
請
は

毎
年
忘
れ
ず
に

　
前
年
度
に
国
民
年
金
保
険
料
の

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
人

で
、
今
年
度
も
申
請
を
希
望
す
る

人
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
届
い

た
「
は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特

例
申
請
書
」
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。　

※
申
請
書
が
届
い
て

い
な
い
人
は
、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
12
・
13
番
窓
口
）
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の　
❶
年

金
手
帳（
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
）　
❷
学
生
証
の

写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書（
原
本
）

❸
印
鑑　
❹
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分

か
る
も
の　
❺
運
転
免
許
証
な
ど

の
身
分
証
明
書　
問

保
険
年
金

課 

年
金
医
療
係
☎
０
２
５
６
・

77
・
８
１
３
６
／
三
条
年
金
事
務

所
☎
０
２
５
６
・
32
・
２
２
３
９

■
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.nenkin.go.jp/

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

減
免
申
請

　
身
体
に
障
が
い
を
お
持
ち
で
歩

行
が
困
難
な
ど
の
事
情
が
あ
る
人

が
、
自
家
用
車
な
ど
を
所
有
し
使

用
す
る
場
合
に
、
軽
自
動
車
ま
た

は
普
通
自
動
車
い
ず
れ
か
１
台
に

限
り
、
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免

■
申
請
期
間　
４
月
24
日
㈮
～
５

月
25
日
㈪　
■
申
請
場
所　
税
務

課 

市
民
税
２
係
（
市
役
所
２
階

７
・
８
番
窓
口
）　

■
申
請
に
必

要
な
も
の　
❶
申
請
書　
❷
運
転

免
許
証（
写
）　
❸
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド　
❹
軽
自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書

（
５
月
15
日
㈮
以
前
に
申
請
す
る

場
合
は
不
要
）　
❺
身
体
障
害
者

手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
な
ど　
❻

自
動
車
検
査
証
（
写
）　

❼
障
が

い
者
と
同
一
生
計
者
が
障
が
い
者

の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
は
、
そ

れ
を
証
明
す
る
書
類
（
通
学
・
通

院
証
明
書
な
ど　
※
通
院
証
明
書

は
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
れ

ば
診
察
券
で
も
可
）　

❽
印
鑑　

※
障
が
い
の
区
分
や
車
検
証
上
の

名
義
人
に
よ
っ
て
は
、
減
免
の
対

象
に
な
ら
な
い
場
合
あ
り　
問

税
務
課 

市
民
税
２
係
☎
０
２
５

６
・
77
・
８
１
４
４

●
普
通
自
動
車
の
減
免

　

新
潟
県
三
条
地
域
振
興
局 

県

税
部 

収
税
課
（
☎
０
２
５
６
・

36
・
２
２
１
２
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「
郷
土
史
燕
」第
13
号
を

頒は
ん

布ぷ

し
ま
す

　
郷
土
の
歴
史
資
料
と
し
て
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

■
頒
布
開
始
日　
４
月
20
日
㈪

円
７
０
０
円　

■
頒
布
場
所　

社
会
教
育
課
（
中
央
公
民
館
内
）、

燕
図
書
館
、
吉
田
図
書
館
、
分
水

図
書
館
、
長
善
館
史
料
館
、
分
水

良
寛
史
料
館　
問

社
会
教
育
課 

文
化
振
興
係
（
中
央
公
民
館
内
）

☎
０
２
５
６
・
63
・
７
０
０
２
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燕
エ ン

ジョイ活動部3期目メンバーを募集中

 不育症治療費助成を新たに開始！ 不育症治療費助成を新たに開始！
一般不妊治療費助成は助成額を拡大します！一般不妊治療費助成は助成額を拡大します！

■申請・問合せ　健康づくり課 健康推進係（市役所 1 階 17 番・18 番窓口）☎ 0256・77・8182

●不育症治療費の助成
　不育症に悩み、治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るために、「不育症治療費助成事業」を
新たに開始します。
対 次の❶～❹のすべてに該当する人
❶法律上の婚姻をしている夫婦　❷治療期間および申請する日に、燕市に住所を有していること（夫か妻
の一方のみでも可）　❸医療機関で不育症と判断され、治療の必要が認められた人　❹市民税などの未納
がないこと
■助成内容

対象費用 助成額 助成額上限 最大申請年数 所得・年齢制限
①保険適用内（母子健康手帳交付前）
②保険適用外（１治療分）

自己負担額の
半額

1 回の上限
10 万円 5 年度まで なし

■申請に必要なもの　◎不育症治療費助成事業申請書　◎不育症治療費助成事業受診等証明書
　　　　　　　　　　◎申請者名義の通帳　◎保健医療機関発行の領収書・明細書　◎印鑑

●一般不妊治療費の助成
　これまで実施している一般不妊治療費の助成が新しくなります。男性の不妊治療への参加、より早い時
期から検査や治療を受けるきっかけになるよう、助成内容を拡充します。
　助成対象者や対象となる治療などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
■助成額・助成回数

治療日 助成額 助成額上限 申請回数 年齢制限

初診日から 1 年間
（令和２年４月１日分から対象）

自己負担額の全額
※１年以内に夫婦
ともに検査するこ
とが条件

１年度
の上限なし

※ただし、５年度の間
で総額 50 万円まで

1 年度 1 回、
通算 5 回まで なし

初診日から 2 年目以降 自己負担額の半額
※令和 2 年 3 月 31 日治療分まで…自己負担額の半額（年間支給上限 10 万円）

■活動期間　令和４年３月末まで
対 高校生～ 29 歳までの若者　※出身地域は問いません
内 各プロジェクトとも月 1・2 回程度のミーティングや活動
X つばめ若者会議公式 W

ウ ェ ブ

EB サイトの申込フォームから
問 地域振興課 地域振興係☎ 0256・77・8361
　M wakamono@city.tsubame.lg.jp

市ホームページ

　今年度、つばめ若者会議 燕ジョイ活動部チームは、２つの
プロジェクトを実施。若者がまちづくりを楽しみながらアイ
デアを実現できる場を創出します。

❶高校生限定プロジェクト
「燕市役所まちあそび部」（新規）
　市役所をたまり場にして、“あそび” をテーマに自由に
やりたいことを語り合います。まちをフィールドにした
高校生の活動を実施します。
【第1回ミーティング】
時 ４月 29 日㈷　午後３時 30 分～（予定）
場 市役所
Z 講師：若

わか

新
しん

雄
ゆう

純
じゅん

さん（慶
けい

応
おう

義
ぎ

塾
じゅく

大学特任准教授）

❷学生・社会人プロジェクト
　“まずやってみる” をモットーに、まちづくり活動のつ
くり方や地域とのつながり方を学び、さまざまな活動を
実施します。
【第1回ミーティング】
時 ５月上旬予定　場 市役所

まちのでざいん INよしだ

燕ジョイ
活動部報

告会

◀つばめ若者会議
　公式WEBサイト

く
ら
し
の
鍵
情
報

く
ら
し
の
鍵
情
報

市役所受付時間は開庁日の午前８時 30分～午後５時 15分、夜間など緊急のご連絡は市役所代表☎ 0256・92・1111へ　 時とき　場ところ　対対象　定定員　内内容　円料金　Y持ち物　Zその他　X申込　問問合せ
HP…ホームページ　FAX…ファクス　M…電子メール　G …「つばめ元気かがやきポイント事業」５ポイントメニュー
※料金、申込の記載がないものは「無料」「申込不要」


